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【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年4月16日(2010.4.16)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器による複数のノードＢのマルチメディア・ブロードキャスト／マルチキャス
ト・サービス（ＭＢＭＳサービス）の軟結合を行うために、ネットワーク・コントローラ
がＭＢＭＳサービスと関連付けられている軟結合スケジューリング情報をユーザ機器に提
供するための方法であって、
　複数のノードＢのうちの各ノードＢにおけるＭＢＭＳサービスのマルチキャストを設定
する工程と、
　該複数のノードＢのうちの各ノードＢの軟結合スケジューリング情報を、該複数のノー
ドＢのうちの１つのノードＢを介してユーザ機器に伝達する工程と、からなり、軟結合ス
ケジューリング情報は前記１つのノードＢの１つ以上の隣接ノードＢの送信遅延と、前記
ＭＢＭＳサービスのスケジューリング情報とを含み、前記ＭＢＭＳサービスのスケジュー
リング情報はＭＢＭＳサービスの参照開始時刻およびスケジューリング期間を含み、前記
スケジューリング期間は前記１つ以上の隣接ノードＢの送信遅延が適用されるスケジュー
リング期間である、方法。
【請求項２】
　軟結合スケジューリング情報は前記複数のノードＢのうちの各ノードＢに固有のＭＢＭ
Ｓサービスのスケジューリング情報を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のノードＢの間の送信遅延を制限するために前記複数のノードＢのうちの各ノ
ードＢの開始時刻を同期する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　マルチメディア・ブロードキャスト／マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳサービス）
と関連付けられている軟結合スケジューリング情報を提供するための方法であって、
　サービス提供側ノードＢおよび隣接ノードＢを含む複数のノードＢのうちの各ノードＢ
においてＭＢＭＳサービスのマルチキャストを設定する工程と、
　軟結合され得るＭＢＭＳ送信の開始フレームに対応する接続フレーム番号（ＣＦＮ）を
決定する工程と、
　軟結合され得る送信の送信時間間隔サイズのうちの最大送信時間間隔サイズを決定する
工程と、
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　隣接ノードＢによるＭＢＭＳサービスのマルチキャストの開始時刻を示すインジケータ
を決定する工程と、前記インジケータは、決定したＣＦＮと、決定した最大送信時間間隔
サイズとの関数であることと、
　ＭＢＭＳサービスの送信時間間隔サイズをサービス提供側ノードＢを介してユーザ機器
に伝達する工程と、
　サービス提供側ノードＢを介してユーザ機器に前記インジケータを伝達する工程と、か
らなる方法。
【請求項５】
　サービス提供側ノードＢ上のＭＢＭＳサービスの開始時刻の指示をサービス提供側ノー
ドＢを介してユーザ機器に伝達する工程を含む請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記インジケータは開始時刻および最大送信時間間隔サイズのうちの１つ以上との関連
で決定される請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記インジケータは開始フレームを識別する情報から導出される請求項４に記載の方法
。
【請求項８】
　マルチメディア・ブロードキャスト／マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳサービス）
のマルチキャストの開始時刻を決定するための方法であって、
　ユーザ機器が、複数のフレームとの関連で複数の開始時刻のインジケータを決定する工
程と、各開始時刻のインジケータは、前記複数のフレームのうちの１つのフレームに関連
しており、隣接ノードＢによるＭＢＭＳ送信の潜在的な開始時刻の関数であることと、
　ユーザ機器が、サービス提供側ノードＢを介して、隣接ノードＢによるＭＢＭＳサービ
スのマルチキャストの開始時刻のインジケータ、および送信時間間隔（ＴＴＩ）サイズを
受信する工程と、
　ユーザ機器が、決定した開始時刻のインジケータ、受信した開始時刻のインジケータお
よびＴＴＩサイズに基づいて隣接ノードＢの開始フレームおよびＴＴＩサイズを決定する
工程と、からなる方法。
【請求項９】
　前記開始時刻のインジケータを決定する工程は、
　軟結合され得る送信のＴＴＩサイズの最大ＴＴＩサイズを決定する工程と、
　最大ＴＴＩサイズに基づいて隣接ノードＢの潜在的な開始時刻を決定する工程と、
　潜在的な開始時刻との関連で、隣接ノードＢの開始時刻のインジケータを決定する工程
とを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ユーザ機器による複数のノードＢのマルチメディア・ブロードキャスト／マルチキャス
ト・サービス（ＭＢＭＳサービス）の軟結合を行うために、ＭＢＭＳサービスと関連付け
られている軟結合スケジューリング情報をユーザ機器に提供するネットワーク・コントロ
ーラであって、
　複数のノードＢのうちの各ノードＢにおけるＭＢＭＳサービスのマルチキャストを設定
し、かつ、該複数のノードＢのうちの各ノードＢの軟結合スケジューリング情報を該複数
のノードＢのうちの１つのノードＢを介してユーザ機器に伝達するように構成されており
、軟結合スケジューリング情報は前記１つのノードＢの１つ以上の隣接ノードＢの送信遅
延と、前記ＭＢＭＳサービスのスケジューリング情報とを含み、前記ＭＢＭＳサービスの
スケジューリング情報はＭＢＭＳサービスの参照開始時刻およびスケジューリング期間を
含み、前記スケジューリング期間は前記１つ以上の隣接ノードＢの送信遅延が適用される
スケジューリング期間である、ネットワーク・コントローラ。
【請求項１１】
　軟結合スケジューリング情報は前記複数のノードＢのうちの各ノードＢに固有のＭＢＭ
Ｓサービスのサービス・スケジューリング情報を含む請求項１０に記載のネットワーク・
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コントローラ。
【請求項１２】
　前記複数のノードＢの間の送信遅延を制限するために前記複数のノードＢのうちの各ノ
ードＢの開始時刻を同期するように構成されていることを含む請求項１０に記載のネット
ワーク・コントローラ。
【請求項１３】
　マルチメディア・ブロードキャスト／マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳサービス）
に関連付けられているスケジューリング情報を提供するためのネットワーク・コントロー
ラであって、
　サービス提供側ノードＢおよび隣接ノードＢを含む複数のノードＢのうちの各ノードＢ
においてＭＢＭＳサービスのマルチキャストを設定し、軟結合され得る送信の送信時間間
隔サイズのうちの最大送信時間間隔サイズを決定し、軟結合され得るＭＢＭＳ送信の開始
フレームに対応する接続フレーム番号（ＣＦＮ）を決定し、隣接ノードＢによるＭＢＭＳ
サービスのマルチキャストの開始時刻を示すインジケータを決定し、ＭＢＭＳサービスの
送信時間間隔サイズをサービス提供側ノードＢを介してユーザ機器に伝達し、かつ、サー
ビス提供側ノードＢを介してユーザ機器に前記インジケータを伝達するように構成されて
おり、前記インジケータは、決定したＣＦＮと、決定した最大送信時間間隔サイズとの関
数である、ネットワーク・コントローラ。
【請求項１４】
　サービス提供側ノードＢ上のＭＢＭＳサービスの開始時刻の指示をサービス提供側ノー
ドＢを介してユーザ機器に伝達するように構成されていることを含む請求項１３に記載の
ネットワーク・コントローラ。
【請求項１５】
　前記インジケータは開始フレームを識別する情報から導出される請求項１３に記載のネ
ットワーク・コントローラ。
【請求項１６】
　サービス提供側ノードＢおよび隣接ノードＢを含む複数のノードＢのうちの各ノードＢ
を介してマルチキャストによって配信されるマルチメディア・ブロードキャスト／マルチ
キャスト・サービス（ＭＢＭＳサービス）を含む無線通信システムにおいて隣接ノードＢ
によるマルチキャストの開始時刻を決定するユーザ機器（ＵＥ）であって、
　複数のフレームとの関連で複数の開始時刻インジケータを決定することと、各開始時刻
のインジケータは、前記複数のフレームのうちの１つのフレームに関連しており、隣接ノ
ードＢによるＭＢＭＳ送信の潜在的な開始時刻の関数であることと、
　隣接ノードＢによるマルチキャストの開始時刻に対応する開始時刻インジケータおよび
送信時間間隔（ＴＴＩ）サイズをサービス提供側ノードＢから受信することと、
　ＵＥによって決定された開始時刻インジケータ、ＵＥによって受信された開始時刻イン
ジケータ、およびＴＴＩサイズに基づいて隣接ノードＢの開始フレームおよびＴＴＩサイ
ズを決定することと、を行うように、構成されているユーザ機器。
【請求項１７】
　ＵＥはＵＥによって受信された開始時刻インジケータをＵＥによって決定された開始時
刻インジケータと一致させることによって、隣接ノードＢの開始時刻を決定する請求項１
６に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　さらに、図４に示したように、ノードＢ１２３とノードＢ１２６との間の送信遅延（ま
たはオフセット）は、すべてのＭＢＭＳサービスについて同じではない。つまり、ノード
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Ｂ１２３および１２６は、サービス１および６の両方を提供し、ノードＢ１２３は、ノー
ドＢ１２６より１早くＭＢＭＳサービスを配信し、ノードＢ１２６は、ノードＢ１２３よ
り６早くＭＢＭＳサービスを配信する。したがって、本発明の「サービス固有の」実施形
態によれば、ネットワーク・コントローラ１３０は、ノードＢ１２３との関連で、好まし
くはサービス提供側ノードＢ（この例では同じくノードＢ１２３）を介して、次のスケジ
ューリング情報をＵＥ１０２に提供することができる：
　　ＭＢＭＳサービス１－開始ＳＦＮ　４２３、周期６、送信時間間隔（ＴＴＩ）２０ミ
リ秒（ｍｓ）
　　ＭＢＭＳサービス２－開始ＳＦＮ　４２５、周期６、ＴＴＩ　２０ｍｓ
　　ＭＢＭＳサービス３－開始ＳＦＮ　４２６、周期６、ＴＴＩ　２０ｍｓ
　　ＭＢＭＳサービス６－開始ＳＦＮ　４２８、周期６、ＴＴＩ　２０ｍｓ
さらに、ネットワーク・コントローラ１３０は、ノードＢ１２６との関連で、同じく好ま
しくはサービス提供側ノードＢ１２３を介して、次のスケジューリング情報をＵＥ１０２
に提供することができる：
　　ＭＢＭＳサービス１－開始ＳＦＮ　４５１、周期６、ＴＴＩ　２０ｍｓ
　　ＭＢＭＳサービス４－開始ＳＦＮ　４５３、周期６、ＴＴＩ　２０ｍｓ
　　ＭＢＭＳサービス５－開始ＳＦＮ　４５４、周期６、ＴＴＩ　２０ｍｓ
　　ＭＢＭＳサービス６－開始ＳＦＮ　４５５、周期６、ＴＴＩ　２０ｍｓ
ＭＢＭＳサービス２～５は、軟結合されないため、サービス２～５は、スケジューリング
されてもされなくてもよく、ＵＥに伝達されてもされなくてもよく、それは通信システム
１００の設計者次第である。しかし、軟結合されないＭＢＭＳサービスは、軟結合される
サービスと同じＴＴＩを占めることができないため、軟結合されないＭＢＭＳサービスの
スケジューリングは、その意味である程度制限される場合がある。
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